
平成25年度 税制改正の概要
（厚生労働省関係の主な事項）

• 社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 医療法⼈の社会保険診療以外部分に係る事業税の軽減措置の存続 ・・・・・・・・・・・・・・・
• 医療安全に資する医療機器等の導⼊に係る特別償却制度の適用期限の延⻑・・・・・・・・・・・・
• ⾼額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延⻑ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 研究開発税制（総額型）の拡充 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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厚生労働省

• 医療に係る消費税の課税のあり⽅の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• サービス付き⾼齢者向け住宅供給促進税制の延⻑ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• ⼦ども・⼦育て関連３法の円滑な施⾏に向けた幼保連携型認定こども園の設置に係る

法⼈間の財産継承に係る所得税の特例措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• ⼦ども・⼦育て関連３法の円滑な施⾏に向けた幼稚園併設型認可外保育施設における

保育料等の消費税の非課税措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 保育所を設置する公益法⼈に対する登録免許税の非課税措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延⻑ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 雇用促進税制の拡充 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• 生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置（交際費課税の⾒直し関係）・・・・・
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社会保険診療報酬の所得計算の特例を存続させる。なお、その年の医業及び⻭科医
業に係る収⼊⾦額が7,000万円を超える者を適用対象から除外する措置を講ずる。
（注）上記の改正は、個⼈は平成26年分以後の所得税について適用し、法⼈は平成25年４⽉１⽇以後に開始

する事業年度について適用する。

社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続（所得税、法⼈税、個⼈住⺠税、法⼈住⺠税）

大綱の概要

＜参考＞社会保険診療報酬の所得計算の特例（現⾏制度）
医業⼜は⻭科医業を営む個⼈及び医療法⼈が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であ

るときは、当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、当該社会保険診療報酬を4段階の階
層に区分し、各階層の⾦額に所定の割合を乗じた⾦額の合計額を社会保険診療に係る経費とする

社会保険診療報酬の⾦額 概算経費率
2,500万円以下 ７２％

2,500万円超 3,000万円以下 ７０％
3,000万円超 4,000万円以下 ６２％
4,000万円超 5,000万円以下 ５７％

層に区分し、各階層の⾦額に所定の割合を乗じた⾦額の合計額を社会保険診療に係る経費とする
ことができる特別措置。

1



事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法⼈に対する軽
減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、
そのあり⽅について検討する。

社会保険診療報酬に係る非課税措置及び医療法⼈の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続
（事業税）

大綱の概要

社会保険診療報酬 社会保険診療報酬以外
＜参考＞ 社会保険診療報酬に係る事業税（現⾏制度）

非課税

開設主体 400万円
以下

400万円超
800万円以下 800万円超

特別法⼈
(医療法⼈等)

2.7%
(約4.9%)

3.6%
（約6.5%）

3.6%
(約6.5%)

普通法⼈ 2.7%
(約4.9%)

4.0%
(約7.2%)

5.3%
(約9.6%)

個⼈ 5.0%
注：（）内の％は、20年10⽉以降の事業年度から事業税と分離して課税される「地⽅法⼈特別税」（事業税率の81%）を合算した税率
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⾼額な医療用機器等に関する特別償却制度の適用期限の延⻑（所得税、法⼈税）

①⾼額な医療用機器 ②医療安全に資する医療用機器等

医療保健業を営む個⼈⼜は法⼈が、取得価 医療安全に資する医療用機器を取得した場

病院等が取得価格500万円以上の⾼額な医療用機器⼜は医療安全に資する医療用機器を取得し
た場合の特別償却制度について、対象機器等の⾒直しを⾏った上、その適用期限を２年延⻑する。

大綱の概要

格５００万円以上の医療用機器（⾼度な医
療の提供に資するもの⼜は指定を受けてか
ら２年以内のものに限る）を取得した場合
に、取得価格の１２％の特別償却を認める
特例措置について、その適用期限を２年間
延⻑。 （〜平成２７年３⽉３１⽇）
対象機器の追加：

粒⼦線治療装置、線形加速器システム、
放射線治療装置用シンクロナイザ、
補助⼈工心臓駆動装置 等

対象機器の除外：
核医学診断用据置型ガンマカメラ、
常電導磁石式全身用MR装置、
全身用エレクロトンビームX線CT診断装置 等

合に、取得価格の１６％の特別償却を認める
特例措置について、その適用期限を２年間延
⻑。 （〜平成２７年３⽉３１⽇）
対象機器の除外：

生体情報モニタ、自動錠剤分包機、調剤誤認防止装置、
分娩監視装置

対象機器：
⼈工呼吸器（警報機能付き）
シリンジポンプ（警報機能付き）
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研究開発税制（総額型）の拡充（所得税、法⼈税、法⼈住⺠税）

試験研究を⾏った場合の法⼈税額の特別控除制度（研究開発税制）について、次の⾒直しを⾏う（所得税についても同様
とする。）。
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額

控除制度、中⼩企業技術基盤強化税制及び繰越中⼩企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、２年間の
時限措置として、控除税額の上限を当期の法⼈税額の３０％（現⾏２０％）に引き上げる。

② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に⼀定の契約に基づき企業間で実施される共
同研究に係る試験研究費等を加える。

中⼩企業技術基盤強化税制及び繰越中⼩企業者等税額控除限度超過額に係る法⼈住⺠税の特例措置について、
課税標準となる法⼈税額の控除税額の上限を、２年間の時限措置として、当期の法⼈税額の３０％（現⾏２０％）
に引き上げる。

大綱の概要

現⾏制度 改正案
改正概要

【控除上限】

【増加型】または【⾼水準型】 控除上限額引上げ
（２年間の措置）

特別試験研究
費×１２％

法⼈税額
の３０％

法⼈税額
の２０％

法⼈税額
の４０％

試験研究費 × ８ 〜 １０％ ※１

特別試験研究費
×１２％ ※３

（※１）８％＋試験研究費/売上⾼×０.２ （※２）控除上限額を超過した場合、超過部分については、翌年度まで繰越し可能
（※３）中⼩企業及び産学連携等に関する研究開発

【総額型】
試験研究費 × ８ 〜 １０％

【総額型】

企
業
間
で
の
共
同
研
究
等

（
範
囲
拡
大
）

※２

【増加型】または【⾼水準型】
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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改⾰を⾏うための消費税法の一部を改正す

医療に係る税制のあり⽅については、消費税率が10％に引き上げられることが
予定される中、医療機関の仕⼊れ税額の負担及び患者等の負担に⼗分に配慮し、
関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよ
う、医療保険制度における⼿当の在り⽅の検討等と併せて、医療関係者、保険者
等の意⾒も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。

大綱の概要

医療に係る消費税の課税のあり方の検討（消費税）

る等の法律（平成24年法律第68号）

第７条第１号ト
医療機関等における⾼額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに⼀定の基準に該当するも

のに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕⼊れに係る消費税については、
診療報酬等の医療保険制度において⼿当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、
厚生労働省において定期的に検証を⾏う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の
課税の在り⽅については、引き続き検討する。
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サービス付き⾼齢者向け住宅供給促進税制の延⻑（所得税、法⼈税、固定資産税、不動産取得税）

○所得税・法⼈税
サービス付き⾼齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を３年延⻑するとともに、平成27年

４⽉１⽇から平成28年３⽉31⽇までの間に取得等をしたものの割増償却率を14％（耐用年数が35
年以上であるものについては、20％）に引き下げる。
○固定資産税

サービス付き⾼齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を２年延⻑する。
○不動産取得税

サービス付き⾼齢者向け賃貸住宅について、①新築住宅の課税標準の特例措置及び②土地に係る
減額措置の適用期限を２年延⻑する。

大綱の概要

サ ビ 付き⾼齢者向け住宅 【参考】賃貸住宅サービス付き⾼齢者向け住宅 【参考】賃貸住宅
措置の内容 条件 措置の内容 条件

所得税
法⼈税
（平成25年度〜27年度）

５年間 割増償却40%（耐用年数35年未満28%）

【平成27年４⽉１⽇から平成28年３⽉31⽇までの間に取得等したもの】
５年間 割増償却20％（耐用年数35年未満14％）

25㎡/⼾〜
[ 専用のみ]
（10⼾以上）

なし ―

固定資産税
（平成25・26年度）

120㎡相当部分につき、５年間 税額を2/3軽減
30㎡〜280㎡/⼾
[ 専用・共用]
（5⼾以上）

120㎡相当部分
につき、５年
間 税額を1/2
軽減

40㎡〜
280㎡/⼾

不動産取得税
（平成25・26年度）

（家屋）課税標準から1,200万円控除/⼾ 30㎡〜240㎡/⼾
[ 専用・共用]
（5⼾以上）

（左に同じ）
40㎡〜
240㎡/⼾（土地）家屋の床面積の２倍にあたる

土地面積相当分の価格等を減額 （左に同じ）
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⼦ども・⼦育て関連３法の円滑な施⾏に向けた幼保連携型認定こども園の設置に係る法⼈間
の財産承継に係る所得税の特例措置（所得税、個⼈住⺠税）

公益法⼈等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、本非課税特例
の対象となる寄附財産を有する公益法⼈等(幼稚園⼜は保育所等を設置している者に限る。)が、
幼保連携型認定こども園の設置のために当該寄附財産(幼稚園⼜は保育所等の事業の用に直接供し
ているものに限る。)を他の公益法⼈等(幼保連携型認定こども園、幼稚園⼜は保育所等を設置し
ようとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こども園、幼稚園⼜は
保育所等の事業の用に直接供する等の⼀定の要件を満たす場合に限る。)において、寄附財産の贈
与に関する届出書を提出したときは、非課税特例を継続適用できることとする。
(注) 上記の改正は、平成25年6⽉1⽇以後に⾏う寄附財産の贈与について適用する。

大綱の概要

○ ⼦ども・⼦育て関連３法による新たな幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を⾏う単⼀の施設として制度化
したものであり、単⼀の設置主体により運営を⾏う必要がある。

○ このため、現に複数の法⼈が設置する現⾏の幼保連携型認定こども園等について、単⼀の設置主体による運営への
切り替えが円滑に⾏われるよう、事業の譲渡に際して、譲渡法⼈等に所得税等が課されないよう所得税等の特例措置
を講ずる。

幼保連携型 幼稚園
（学校）

保育所
（児童福祉施設）

幼保連携型認定こども園
（学校及び児童福祉施設）

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可

○ それぞれの法体系に基づく指導監督

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置

○ 改正認定こども園法に基づく単一の認可

・ 単一の設置主体とするため、法人間で
事業譲渡を行う必要が生じる

・ このため、事業譲渡の際に、所得税等
が課されないよう特例措置を講じる

○ 指導監督の一本化

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化
※ 設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ。

※ 認定こども園の合計件数は９１１件（平成24年４月時点）

（４８６件）

⇒
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消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、幼稚園併設型認可外保育施
設のうち⼀定の基準を満たすものが⾏う資産の譲渡等を加える。

大綱の概要

⼦ども・⼦育て関連３法の円滑な施⾏に向けた幼稚園併設型認可外保育施設
における保育料等の消費税の非課税措置（消費税）

○ 保育所及び⼀定の基準を満たした認可外保育施設における保育料等については消費税の非課税措置
がとられているが、幼稚園併設型認可外保育施設については、非課税措置の対象とはなっていない。

○ このため、幼稚園併設型認可外保育施設のうち⼀定の基準を満たすことが確認された施設（幼稚園
型認定こども園を構成する施設を想定）における保育料等について、保育所等と同様に消費税を非課
税とする。

幼稚園型
幼稚園
（学校）

保育所
機能

○ 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能部
分（認可外保育施設）を、保育料等の消費税非
課税措置の対象に追加

※ 設置主体は国、自治体、学校法人のみ。

※ 認定こども園の合計件数は９１１件（平成24年４月時点）

（２７３件）

幼稚園
（学校）

保育所
機能

※保育料等の
消費税が課税

※保育料等の
消費税が非課税
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保育所を設置する公益法⼈に対する登録免許税の非課税措置 （登録免許税）

大綱の概要
学校法⼈、公益社団法⼈及び公益財団法⼈並びに宗教法⼈が保育所の用に供するた

めに取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措
置を講ずる。
今回の非課税措置による課税状況の変化
（登録免許税法第４条、第３３条、別表第３関係） 【○：非課税 ×：課税】

設置主体 幼稚園
保育所

現行（措置前） 今回の措置後

社会福祉法人 ○ ○ ○

学校法人 ○ × ○

宗教法人 ○ × ○

公益社団・財団法人 ○ × ○
※１ 現行では、幼保連携型認定こども園を設置する場合に限って、学校法人が設置する保育所は非課税。

○ 設置主体別保育所数

自治体 社会福祉法人 学校法人 宗教法人 公益社団・財団 その他 計

平成19年 11,603 10,163 171 277 231 911 22,848 
平成23年 10,515 11,434 434 257 181 1,002 23,385 

※1
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○ 税制優遇の対象となる障害者の「働く場」税制優遇の対象となる障害者の「働く場」

・ 就労移行支援事業所
・ 就労継続支援事業所（A型・B型）
・ 生活介護事業所
・ 障害者支援施設（生活介護、就労移行支援又は

就労継続支援（B型）を行う事業所）

障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延⻑（所得税、法⼈税）

○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた発注を前年度より増加させた企業について、
企業が有する固定資産の割増償却固定資産の割増償却を認める。
・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主全ての法人又は個人事業主が対象。
・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む
３事業年度以内に取得したもの。

○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額前年度からの発注増加額（※）
（※）固定資産の普通償却限度額の30％を限度とする

⽀援事業所取引⾦額が増加した場合の３年以内取得資産の割増償却制度について、障害者の⽇常
生活及び社会生活を総合的に⽀援するための法律の施⾏に伴う所要の規定の整備を⾏った上、その
適用期限を２年延⻑する。

大綱の概要

制度の仕組み

就労継続支援（B型）を行う事業所）
・ 地域活動支援センター
・ 障害者雇用促進法の特例子会社
・ 重度障害者多数雇用事業所

（※）固定資産の普通償却限度額の30％を限度とする。
○ ５年間の時限措置から２年延長２年延長
・ 企業（法人） ： 平成20年4月1日～25年 3月31日 2727年年 33月月3131日日
・ 個人事業主 ： 平成21年1月1日～25年12月31日 2727年年1212月月3131日日

就労継続支
援事業所等

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所

等

発注額が増加
した場合

企業

固定資産

現事業年度を含む３事業年度以内に
取得したものが対象

割増償却

償却限度額 ＝

普通償却限度額普通償却限度額
＋

前年度からの発注増加額前年度からの発注増加額（（※※））

※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の３０％
を限度とする。

【具体例】
・固定資産が1,000万円（償却期間10年、定額法）
・発注増加額が20万円の場合

普通償却限度額(①) ＝1,000万円×10％＝100万円
発注増加額(②) ＝ 20万円
(合計)償却限度額(①＋②)＝ 120万円
例えば発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却
限度額（100万円）の30％（30万円）が限度となるため、償却
限度額は130万円となる。

イメージ図

延長
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雇用促進税制の拡充（所得税・法⼈税・法⼈住⺠税）

雇用者の数が増加した場合に法⼈税額を特別控除する雇用促進税制について、以下のとおり拡充する。
ア 税額控除限度額を増加雇用者数1⼈当たり40万円（現⾏20万円）に引き上げる。
イ 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置※を講ずる。

（所得税についても同様とする。）
※ 年度途中に「⾼年齢継続被保険者」になった者を雇用者として算定する。

大綱の概要

「雇用促進計画」をハローワークに提出し、１年間で5⼈以上
（中⼩企業は２⼈以上）、かつ10%以上雇用者数を増加させる

など⼀定の要件を満たした事業主に対して、雇用者数の増加
１⼈当たり20万円の税額控除が受けられる制度

現⾏制度

雇用者（一般被
保険者）
20人

前期末

雇用者（一般被
保険者）
21人

高年齢継続被保

当期末
新規雇用者：3人

前期末の 人のうち 名が 歳と

現行制度の問題点（イについて）

１⼈当たり20万円の税額控除が受けられる制度。
【実績】（制度開始から平成24年12⽉末まで）

・雇用促進計画の受付件数：49,575件
・計画中の雇用者増加予定数：348,905⼈

ア 雇用情勢は、持ち直しの動きが弱まっており、依然として厳しい。また、グローバル競争の激化や少⼦⾼齢化
の進⾏などによる、社会・産業構造の変化の中で、持続可能な成⻑を成し遂げられるかが重要な課題となっている。

このため、今後の⽇本の成⻑を担う健康・環境分野等の産業の企業や若年者を雇用する企業への⽀援を強化し、
今後の成⻑が期待される産業でのより積極的な雇用創出や学卒未就職者等の雇用機会を確保する必要がある。

イ ⾼齢者の就労促進の⼀環として、「⾼年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正（平成24年8⽉29⽇成⽴）を
⾏ったところであり、今後、65歳以上の労働者においても正規雇用の働き⽅の者が増えてくると考えられる。

このため、65歳以上の⾼年齢者の雇用維持を図る企業を⽀援することによって、65歳以上の⾼年齢労働者の雇用維持、
継続雇用の機会を確保し、⾼年齢者の生活の安定を図る必要がある。

20人
険者
2人

前期末の20人のうち2名が65歳と
なり高年齢継続被保険者となる

この場合、適用年度中に雇用者を3名雇ったが、前期末の一般被保険者のうち、
2名が高年齢継続被保険者となったため、雇用者増加数は1名となり、雇用者
増加割合は(21-20)/20=5％となるので、税制の適用対象外となる。

要望の必要性
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生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置（交際費課税の⾒直し関係）
（法⼈税、法⼈住⺠税、事業税）

中⼩法⼈の交際費課税の特例の拡充の内容

交際費等の損⾦不算⼊制度における中⼩法⼈に係る損⾦算⼊の特例について、定額控除限度額を800万円
（現⾏600万円）に引き上げるとともに、定額控除限度額までの⾦額の損⾦不算⼊措置(現⾏10%)を廃止する。

大綱の概要

（改正後の定額控除限度額）

800万円
改正後の
損⾦算⼊

定額控除限度額の

上げ

100%
（改正後の損金算入

割合）

現⾏の
損⾦算⼊

（現行の損金算入
割合）

（現行の定額控除限度額）

600万円

90%

損⾦算⼊

損金不算入

措置の廃止

引上げ

1２


